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4月 1日現在
人 口　17,465人 (+113)
男 　  8,971人 (  +52)
女 　  8,494人 (  +61)

世 帯 数　  7,146戸 (  +71)

ホタルの復活を願って !
場所は「ゆめパーク昭和」のホタル池。

昭和５年に国の天然記念物指定地となった昭和町。

ホタルの復活を願って幼虫を放流しました !

５月下旬から６月上旬には

ホタルが飛び交うことでしょう♪
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当 当初 初予 予算 算

－前年度比（3.9％減）－

平成 23年度当初予算

63億  8,200万円
　

３
月
定
例
議
会
に
お
い
て
、
平
成
２３
年
度
の
一
般
会
計
・
特
別
会
計
の
当
初
予
算
が
議
決

さ
れ
ま
し
た
。

　

今
年
度
は
町
長
の
改
選
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
義
務
的
経
費
、
経
常
経
費
及
び
継
続
事
業

を
中
心
と
し
た
「
骨
格
予
算
」
を
基
本
と
し
て
編
成
い
た
し
ま
し
た
。

　

厳
し
い
財
政
状
況
で
は
あ
り
ま
す
が
、
今
後
の
景
気
の
動
向
を
慎
重
に
見
極
め
た
中
で

歳
入
は
見
込
ん
で
お
り
、
あ
た
ら
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
基
盤
を
形
成
す
る
た
め
の
継
続
事
業

費
や
教
育
の
振
興
、
社
会
福
祉
費
な
ど
最
優
先
事
業
を
計
上
し
た
予
算
内
容
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。

　

な
お
、
新
規
の
施
策
な
ど
の
政
策
的
予
算
に
つ
い
て
は
、
６
月
補
正
予
算
で
対
応
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
主
要
施
策
な
ど
は
補
正
後
に
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

当
初
予
算
が
決
ま
り
ま
し
た＊数字は端数調整してあるため、合計が一致しない場合があります。

歳　出

教育費
7億 3,829 万円
（11.6％）

土木費
11億 9,611 万円
（18.8％）総務費

8億 5,006 万円
（13.3％）

民生費
21億 524 万円
（33.0％）公債費

5億 5,693 万円
（8.7％）

衛生費
5億 1,279 万円
（8.0％）

消防費
2億 3,253 万円
（3.6％）

農林水産業費
4,425 万円
（0.7％）

議会費
1億 1,041 万円
（1.7％）

その他
3,540 万円
（0.6％）

＊数字は端数調整してあるため、合計が一致しない場合があります。

歳　入

町　税
39億 8,812 万円
（62.5％）

国庫支出金
7億 3,132 万円
（11.5％）

町　債
3億 5,500 万円
（5.6％）

県支出金
4億 69万円
（6.3％）

譲与税・交付金
3億 500 万円
（4.7％）

その他
1億 1,613 万円
（1.8％）

繰入金
3億 2,000 万円
（5.0％）

分担金・負担金
1億 6,574 万円
（2.6％）

39億 8,812 万円

町民税
14億 7,593 万円
（23.1％）

固定資産税
22億 4,139 万円
（35.1％）

その他
2億 7,080 万円
（4.3％）

一般会計予算

　

昭
和
町
の
平
成
２３
年
度
の
一
般
会
計
予
算
は
６３
億
８
千
２
百
万
円
で
、

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
・
介
護
保
険
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
・

下
水
道
事
業
・
渇
水
対
策
事
業
の
６
つ
の
特
別
会
計
を
合
算
し
た
予
算

額
は
９８
億
２
百
４３
万
円
と
な
り
ま
す
。

　

一
般
会
計
の
歳
入
は
全
体
の
約
６０
％
以
上
を
町
税（
町
民
税
・
固
定
資

産
税
等
）が
占
め
て
い
ま
す
。大
型
主
要
事
業
で
あ
る
継
続
事
業
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
の
で
、地
方
債
の
発
行
や
基
金
の
取
り
崩
し
な
ど
で
財
源

を
確
保
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、歳
出
で
は
、福
祉
・
保
育
所
関
係
の
民
生
費
、街
路
事
業
・
区
画

整
理
事
業
等
の
土
木
費
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

平成 23年度 平成 22年度
増減率
（％）予算額

（千円）
構成比
（％）

予算額
（千円）

構成比
（％）

町 税 3,988,122 62.5 3,810,685 57.4 4.7

（ 町 民 税 ） 1,475,930 23.1 1,310,941 19.7 12.6

（ 固 定 資 産 税 ） 2,241,391 35.1 2,243,803 33.8 △ 0.1

（ そ の 他 ） 270,801 4.3 255,941 3.9 5.8

国 庫 支 出 金 731,315 11.5 784,363 11.8 △ 6.8

県 支 出 金 400,694 6.3 348,173 5.2 15.1

町 債 355,000 5.6 352,200 5.3 0.8

繰 入 金 320,000 5.0 728,000 11.0 △ 56.0

譲与税及び交付金 305,001 4.7 305,002 4.6 0.0

分担金及び負担金 165,743 2.6 170,144 2.6 △ 2.6

そ の 他 116,125 1.8 139,433 2.1 △ 16.7

歳 入 合 計 6,382,000 100.0 6,638,000 100.0 △ 3.9

科目

年度平成 23年度 平成 22年度
増減率
（％）予算額

（千円）
構成比
（％）

予算額
（千円）

構成比
（％）

民 生 費 2,105,243 33.0 2,017,987 30.4 4.3

土 木 費 1,196,114 18.8 1,515,299 22.8 △ 21.1

総 務 費 850,063 13.3 839,674 12.7 1.2

教 育 費 738,287 11.6 747,275 11.3 △ 1.2

公 債 費 556,928 8.7 511,002 7.7 9.0

衛 生 費 512,789 8.0 519,808 7.8 △ 1.4

消 防 費 232,529 3.6 285,605 4.3 △ 18.6

議 会 費 110,406 1.7 84,492 1.3 30.7

農 林 水 産 業 費 44,245 0.7 75,892 1.1 △ 41.7

そ の 他 35,396 0.6 40,966 0.6 △ 13.6

歳 入 合 計 6,382,000 100.0 6,638,000 100.0 △ 3.9

＜

骨
格
予
算
と
は＞

　

首
長
や
、議
会
の
議
員
の
選
挙
時
期
な
ど
の
関
係
か
ら
、新
規
の

施
策
等
を
見
送
り
、ま
た
、政
策
的
経
費
を
極
力
抑
え
、義
務
的
経

費
を
中
心
に
編
成
さ
れ
た
予
算
を
い
い
ま
す
。

　

こ
の
場
合
、次
の
議
会
で
補
正
予
算
と
し
て
政
策
的
経
費
や
、新

規
事
業
等
、骨
格
予
算
で
計
上
さ
れ
な
か
っ
た
経
費
を
肉
付
け
し

予
算
編
成
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

科目

年度

一般会計予算【歳出】の内訳 一般会計予算【歳入】の内訳

◆町には一般会計と特別会計があります◆

　町の予算は、一般会計、特別会計から成り立っています。
一般会計は、行政運営の基本的な経費を計上し、町の予算
の半分以上を占めています。
　特別会計は、国民健康保険や下水道など、特定の事業ご
とに分けたほうが効率的に仕事ができるものを、一般会計から
切り離して経理しています。

会 　 計
平成 23年度
当初予算額
（千円）

平成 22年度
当初予算額
（千円）

増減率
（％）

一 般 会 計 6,382,000 6,638,000 △ 3.9

国 民 健 康 保 険
特 別 会 計 1,576,000 1,459,000 8.0

老 人 保 健
特 別 会 計 0 778 皆減

後期高齢者医療
特 別 会 計 104,700 100,900 3.8

介 護 保 険
特 別 会 計 616,959 597,104 3.3

介 護 サ ー ビ ス
特 別 会 計 14,260 12,285 16.1

下 水 道 事 業
特 別 会 計 1,103,000 1,181,000 △ 6.6

渇 水 対 策 事 業
特 別 会 計 5,510 5,510 0.0

合 　 　 計 9,802,429 9,994,577 △ 1.9

平
成
23
年
度

一般会計・特別会計の内訳

　　平成23年5月　NO.403　　NO.403　平成23年5月
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私
た
ち
の
ま
わ
り
で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
ど
れ
く
ら
い
の

お
金
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
に
主
な
事
業
と

お
金
の
使
い
道
を
「
昭
和
町
第
５
次
総
合
計
画
」
の
基
本
方
針

で
あ
る
７
つ
の
テ
ー
マ
ご
と
に
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。

　

主
な
も
の
と
し
ま
し
て
は
、
継
続
事
業
で
あ
る
西
条
・
昭
和

イ
ン
タ
ー
線
街
路
事
業
１
億
５
百
６
万
円
、
土
地
区
画
整
理
関

連
事
業
３
億
３
千
３
百
万
円
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
子
育
て
支
援
医
療
費
助
成
金
制
度
、
妊
婦
健
康
診
査

助
成
事
業
、
総
合
健
診
・
予
防
接
種
委
託
事
業
、
学
校
給
食
費

助
成
制
度
、
児
童
生
徒
の
学
習
指
導
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
特

別
支
援
事
業
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
収
納
サ
ー
ビ
ス
構
築

な
ど
で
す
。
環
境
・
災
害
対
策
な
ど
の
充
実
に
も
配
慮
し
て
あ

り
ま
す
。

豊 かな心を育むまちづくり

◆ 生涯学習社会の創造
○ 文化協会運営補助 207 万円

○ 公民館活動各種講座 238万円

○ 図書館図書資料等購入費 995 万円

◆ 地域の文化とスポーツの振興
○ 鎌田川等のホタル放流事業 12 万円

○ 文化財保護費 623万円

○ 杉浦邸保存事業費 319万円

○ 町体育協会補助金 352 万円

○ みんなのスポーツ推進協議会補助 90 万円

○ 温水プール運営費 7,411万円

○ 総合体育館運営費 1,731万円

◆ 子ども達への教育の充実
○ 防犯対策事業 105 万円

○ 私立幼稚園への就園奨励費 930万円

○ 小中学校町単補助教員雇用 ( 特別支援 ) 3,464万円

○ 小中学校外国人英語講師招致 1,474 万円

○ 学校給食費助成金 305万円

○ 青少年海外派遣事業補助金 360 万円

○ 青少年対策関係 541 万円

幸 せを支えるまちづくり

◆ 健やかな暮らしを支える保健 ･医療の充実
○ 子育て支援医療費助成金 7,500万円
○ 重度心身障害者等医療費助成 4,800万円
○ ひとり親家庭医療費助成 1,140万円
○ 妊婦・乳幼児健診委託 1,784万円
○ 妊婦健康診査助成事業 168万円
○ こんにちは赤ちゃん訪問事業 12 万円
○ 総合健診・人間ドック・予防接種委託事業 12,296万円

◆ 次代を担う子育ての支援
○ 子ども手当 4 億 7,819 万円
○ 保育所運営費 ･保育所特別保育事業等補助 5 億 9,580万円
○ 児童館 ･児童センター運営費 4,965万円
○ 次世代育成対策費 717万円

◆ いきいきとした福祉社会の形成
○ 高齢者給付金 1,153万円
○ 高齢者の自立支援事業費 1,367万円
○ 障害者支援事業 1,842万円
○ 地域活動支援センター事業 680万円
○ 障害児者補装具給付 350万円
○ 介護給付費 1 億 1,492万円
○ 社会福祉 ･地域福祉事業 3,097 万円
○ 町障害者福祉計画策定業務 221万円
○ 高齢者保健福祉計画策定業務 131万円
○ 身体障害者補助犬狂犬病予防注射費用助成金 5千円
○ 後期高齢者医療給付費負担金 7,671万円
○ 介護支援事業費 1,246万円
○ 第５次介護保険事業計画策定事務 131万円

◆ 安定した暮らしの確保
○ 保養施設助成事業 512万円
○ 緊急雇用創出事業 839万円
○ ひとり親家庭福祉の充実 277万円
○ 国民健康保険特別会計への繰出金 1 億 5,581 万円
○ 後期高齢者医療特別会計への繰出金 1,828万円
○ 介護保険特別会計への繰出金 8,680万円
○ 介護サービス特別会計への繰出金 1,260万円

安 全なまちづくり

◆ 安全な暮らしの確保
○ 交通安全対策工事関係 300万円
○ 各区防犯灯設置等補助金 80万円
○ 安全 ･安心のまちづくり関係経費 30万円
○ 常備消防（甲府地区広域行政事務組合）負担金 1 億 9,660 万円
○ 非常備消防経費 1,869万円
○ 救急医療センター運営 ･小児救急医療推進事業費等負担金 762万円

◆ 災害に強いまちづくりの推進
○ 河川の改良・改修関係 6,375万円
○ 消防団救助用具等購入 20 万円
○ 避難所防災備蓄 179万円
○ 消火栓設置 ･維持管理 350万円
○ 自主防災会施設等整備費補助金 180万円
○ 防災士資格取得促進助成 30 万円
○ 木造住宅耐震化建替事業補助金 320万円
○ 木造住宅耐震シェルター設置補助金 42万円
○ 木造住宅耐震化事業補助金 220万円
○ アスベスト飛散防止対策事業補助金 450万円
◆ 健全な社会環境の維持
○ 消費者行政活性化事業 137万円

自 律と協働のまちづくり
◆ 住民主役のまちづくり
○ 無料法律相談 23 万円
○ ひとりの声事業 42万円
○ 議会広報 ･広報しょうわ作成 1,261万円
○ 男女共同参画関係 78万円
○ 情報化推進費 3,658万円
○ 地域力活性化交付金 2,277万円
○ 情報PR誌 70万円

◆ ふれあいのある地域づくりの推進
○ 国際交流を進める会補助金 14 万円
○「ふれあい祭り」等を主催するふるさとづくり推進委員会補助金 1,500万円
○ 各区公会堂建設費等補助金 100万円
◆ 自立的で活力のある行政の確立
○ コンビニエンスストア収納サービス構築 1,087万円快 適で住み心地のよいまちづくり

◆ 調和のある土地利用と景観形成
○ 花の植栽業務委託 255万円
○ 雑草処理委託 167万円
○ 緑化を推進する生け垣造り補助 100万円
○ 常永土地区画整理事業負担金 2 億 1,600万円
○ 常永土地区画整理関連事業 1 億 1,700万円
◆ 快適な生活の整備
○ 動物管理事業 247万円
◆ 利便性の高い道路 ･交通体系の確立
○ 西条 ･昭和インター線街路事業 1 億 506万円
○ 町道 30号線道路測量設計及び橋梁予備設計 830万円
○ 道路新設 ･補修関係 3,178万円
○ 赤字路線バス補助等 660万円

活 気のあふれるまちづくり

◆ 活力ある商工業の振興
○ 町商工会育成事業等補助 943 万円
○ 商業活性化人材育成事業 100 万円
○ 小規模事業者等事業資金利子補給 900 万円
○ 中小企業ものづくり研究開発支援事業 850万円
◆ 持続する都市近郊型農業の展開
○ 農道等・用水路整備関係 328万円
○ 水田営農推進事業費補助金 287万円
○ 遊休農地等利用促進助成事業 30 万円
○ 農業振興地域農地保全助成金 400万円
◆ 可能性を高める雇用 ･起業の支援
○ 峡中広域シルバー人材センター負担金 207万円
○ 働く婦人の家運営費 39 万円

水 と緑のまちづくり

◆ 清らかな水循環の確保
○ 地下水 ･河川の水質検査関係 119万円
○ 下水道事業への繰出金 4 億 3,847 万円

◆ 先端の循環型社会づくり
○ 一般家庭から出るゴミや粗大ゴミ等の収集処理委託関係 5,729万円
○ ゴミ減量化商品購入補助 76万円
○ 蛍光灯回収ボックス設置 42万円
○ ゴミ収集 ･リサイクルカレンダー作成 98万円
○ ゴミ ･し尿処理等中巨摩広域事務組合への負担金 1 億 7,899万円
○ 太陽光発電システム設置費補助 420 万円
○ 環境保全推進対策事業 190万円

◆ 水と緑のうるおいある環境づくり
○ 公園樹木管理委託 1,878 万円
○ 押原公園指定管理委託 2,315 万円
○ 町道植樹 ･緑地帯等管理委託 1,454万円

用
語
解
説

◆
地
方
債

　
地
方
公
共
団
体
が
資
金
調
達
の
た
め
に
負
担
す
る
債
務

で
あ
っ
て
、
そ
の
返
済
が
年
度
を
越
え
て
行
わ
れ
る
も
の

を
い
い
ま
す
。「
町
の
借
金
」
の
こ
と
で
す
。

◆
基
　
金

　
特
定
の
目
的
の
た
め
に
、
財
産
を
維
持
し
、
資
金
を

積
み
立
て
、
ま
た
は
定
額
の
資
金
を
運
用
す
る
た
め
に
設

け
ら
れ
る
資
金
ま
た
は
財
産
を
い
い
ま
す
。「
町
の
貯
金

(

貯
蓄)

」
の
こ
と
で
す
。

【
財
政
調
整
基
金
】

年
度
間
の
財
源
の
不
均
衡
を
調
整
す
る
た
め
の
基
金
で
、

長
期
的
視
野
に
立
っ
た
計
画
的
な
財
政
運
営
を
行
う
た

め
に
、
財
源
に
余
裕
の
あ
る
年
度
に
積
立
て
を
行
い
、

財
源
不
足
が
生
じ
る
年
度
に
活
用
す
る
た
め
の
基
金
で

す
。

【
特
定
目
的
基
金
】

特
定
の
目
的
の
た
め
に
財
産
を
維
持
し
資
金
を
積
立
て

る
た
め
に
設
置
す
る
基
金
で
す
。
学
校
建
設
事
業
に
充

当
す
る
校
舎
建
設
基
金
、
公
共
施
設
の
設
備
事
業
等
に

充
当
す
る
公
共
施
設
整
備
等
事
業
基
金
、
都
市
計
画
街

路
建
設
基
金
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

おもな事業と
お金の使いみちは？

平成 23年度当初予算

当 当初 初予 予算 算
　　平成23年5月　NO.403　　NO.403　平成23年5月
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パブリックコメント提出方法

＊提出期限

　平成 23 年 5 月 31 日（火）

＊提出方法

▼  役 場 庁 舎、 図 書 館 備 え 付 け の
「意見提出箱」

▼  町ホームページ「パブリックコメント」
http://www.town.showa.yamanashi.jp/chosei/public.php

▼  郵送およびメール等（下記まで）
※折込の「ひとりの声」封筒を

ご利用ください

　方針は、骨子を掲載しています。
全文は、町ホームページ、または
図書館に用意してありますので、
ご覧ください。
　また、全文の送付を希望される方は、
お気軽に役場総務課政策秘書係まで
ご連絡下さい。

【昭和町役場】　
　住所　昭和町押越 542-2 総務課
　電話　275-8153（総務課直通）
　メールアドレス

soumu@town.yamanashi-showa.lg.jp

～
第
３
次
行
財
政
改
革
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
募
集
し
ま
す
～

　
財
政
の
健
全
化
と
人
材
育
成

　
第
３
次
昭
和
町
行
財
政
改
革
審
議
会
（
会
長 

田
代 

孝
）
で
は
、
２
年
間
に
わ
た

り
延
べ
15
回
の
審
議
を
重
ね
、
こ
の
度
「
昭
和
町
財
政
の
健
全
化
に
向
け
た
基
本

方
針
」
と
「
昭
和
町
人
材
育
成
基
本
方
針
」
の
案
を
ま
と
め
ま
し
た
。

　
町
で
は
、
こ
の
案
を
町
民
の
皆
様
に
公
開
し
意
見
を
求
め
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
、

基
本
方
針
を
策
定
し
て
ま
い
り
ま
す
。
町
民
の
皆
様
の
ご
意
見
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。

　
今
後
は
、
昨
年
策
定
し
た
「
第
３
次
行
財
政
改
革
大
綱
」
と
併
せ
て
、
方
針
に

基
づ
き
具
体
的
な
実
施
計
画
を
策
定
し
、
行
財
政
改
革
を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

策定の背景

財政の健全化に向けた基本方針〔骨子〕

厳しい経済状況、 大型事業の集中、 法人税の減少等、 財政力豊かと

言われている昭和町も、不交付団体となって以来の財政危機を迎えている。

今後、 限られた財源の中で、 町民が真に必要としているサービスを実施し、

将来に負担をかけない財政運営を行うためには、早期に財政情報の共有と、

直面している課題に対する共通認識を持つことが重要。

町では、 財政の健全化を図り住民ニーズに見合った事業を維持 ・発展

させていくために、 「昭和町財政健全化の基本的な方針」 を定め、 本町の

財政の健全化に向けて取り組む。

財政の健全化の３つの柱

柱ごとの内容

１　わかりやすい財政状況の報告
２　議会と行政による協働政策評価の実施
３　行財政改革の推進

１　わかりやすい財政状況の報告

○昭和町財政報告書の作成（毎年）
　昭和町財政報告書を毎年作成し、町民の財政に対する意識啓発を図る。

簡潔な「歳入」、「歳出」、「基金」、「公債費」等をまとめた情報を町民

に提供し、町民に町政運営に関心を持ってもらう。

○的確な中長期見込みの策定と公表

　常永土地区画整理事業の終了する平成２５年度をめどに、税収の

中長期見込み（１０年間）を作成し、公表する

２　議会と行政による協働政策評価の実施

○「昭和町協働政策評価」の実施
　事業評価の手段として、住民代表である議会と行政が協働で政策を

評価する昭和町独自の評価を実施する。

〔評価制度の主な流れ〕　
①テーマの決定・・・「（例）これからの高齢者福祉のあり方」
②事業の見直しとアンケート調査の実施
③結果に基づき、テーマ事業を協議し、決定する
④予算に反映する

３　行財政改革の推進

○歳入の確保
・受益者負担金の適正化
・占用料の徴収
・収入体制の確保
・新たな財源確保の検討

○歳出の削減
・国、県事業の遡及適用の

柔軟な対応
・補助事業の見直し
・指定管理者制度（民間活力）

の検討

人材育成基本方針〔骨子〕

策定の背景

第 5 次総合計画 「ともに創る　うるおいと躍動の都市　昭和」 の基本理念のとおり、 住民と行政の協働の

まちづくりを行うためには、 役場職員の能力向上と、 地域リーダーの育成といった地域の人材育成が不可欠。

第３次行財政改革審議会では、 まず昭和町のあるべき姿を 「小さくてもきらりと輝くまち」 と定め、

この姿の実現に向けた　①行政区制度改革　②ひとづくり　③財政の健全化の改革　を審議し、 中でも

「まちづくりはひとづくり」 という視点から、 人材育成基本方針の策定は急務である。

具体的な取り組み

①人事管理
・適正な人事評価制度の導入
・目標管理制度の導入
・人事評価と人事管理の連動
・計画的なジョブローテーション

②仕事の進め方
・朝礼の実施
・自主研究活動の奨励
・職員提案制度
・庁内プロジェクトチーム

③研修
・ ひとづくりまちづくり研修
・地区担当職員制度
・階層別職場外研修

基本方針の二つの柱・柱ごとの内容

目指すべき職員像

（１）親しまれ信頼される職員
　　役場来庁者に対し笑顔で接し、 親切かつ

丁寧な対応を行い、 親しまれる職員。 迅速

的確かつ公正公平なサービスを町民視点で

考え実施し、 町民から信頼される職員。

（２）新たな政策形成ができる職員
　　複雑かつ高度化した課題や多様化した住民ニーズなどに対応し、 正確

な現状認識 ・ 問題把握を行い、 集めた情報を総合分析した上で、 創意

工夫をこらし柔軟な発想により新しい政策を形成できる職員。

（３）協働を促進できる職員
　　地域や住民の暮らしをよくしたいという情熱を持ち、 地域に飛び出し、

地域住民と行政をつなぐ架け橋となり、 住民と行政の協働を促進できる職員。

（４）コスト意識を持ち改善改革を進める職員
　　自らの業務に対し前例踏襲すること無く、 常にコスト意識を持ち、 費用対効果

を考え、 日々改革改善と経営的視点で施策の立案と実行に取り組む職員。

（５）自ら学び挑戦する職員
　　職員自らが学び自己を磨き、 何事にもチャレンジ精神を持って臨み、

新たな課題や複雑な問題

に積極的に挑戦する職員。

人材育成の基本理念

「地域に飛び出し、親しまれ、信頼される職員」

１　親しまれ信頼できる役場職員の育成〈役場職員の能力向上〉

２　「まちづくりはひとづくりから」の実践〈地域リーダーの育成〉

地域（各行政区）リーダーの育成
【地区担当職員の活用】
　各区に合ったリーダー育成の手法を検討

【経験交流の支援体制の整備】
　区外の経験者と交流する仕組みを検討

町全体のリーダーの育成
【行事を通じたリーダー育成】
　行事を通じた発掘から支援までのサイクルの確立

【町民の主体的な活動を支援する体制づくり】
行政組織、活動場所など、やる気のある町民が活
動しやすい支援体制を整備

▲ 第３次行財政改革審議会

◀若手職員によるアイデア
提言プレゼンテーションを
行いました

 

能力の設定と研修

◆階層別に求められる役割 ・能力
①課長級②係長級③その他の職員

◆職員に必要な能力
①法務法制能力
②政策形成能力
③コミュニケーション能力
④マネジメント能力
⑤情報処理活用能力
⑥自己啓発能力

不足した能力に研修を設定  

　　平成23年5月　NO.403　　NO.403　平成23年5月
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国保被保険者　　加入世帯　2,728世帯　　　被保険者　5,019人　　　平成23年3月末現在

医
療
費
が
伸
び
て
い
ま
す
!

　

医
療
機
関
を
変
え
る
た
び
に
、注
射

や
投
薬
、検
査
、処
置
な
ど
を
や
り
直

す
こ
と
と
な
る
た
め
、医
療
費
の
無
駄

使
い
だ
け
で
な
く
、身
体
に
と
っ
て
も
よ

く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

平
成
20
年
度
か
ら
40
歳
以
上
の
方

に
特
定
健
診
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し

た
。増
え
続
け
る
医
療
費
に
歯
止
め
を

か
け
る
た
め
、疾
病
を
早
期
発
見
早
期

治
療
す
る
健
診
か
ら
、疾
病
の
発
生
を

未
然
に
防
ぐ
健
診
と
な
り
ま
し
た
。健

診
結
果
か
ら
必
要
に
応
じ
て
特
定
保

健
指
導
が
行
わ
れ
ま
す
が
、健
診
を
受

け
た
だ
け
で
そ
の
後
の
保
険
指

導
を
受
け
な
い
方
ま
た
は
受
け

て
も
中
途
終
了
し
て
し
ま
う
方

が
多
数
見
う
け
ら
れ
ま
す
。

　

健
診
を
受
け
た
だ
け
で
は
生

活
習
慣
の
見
直
し
、体
質
の
改
善
、疾

病
の
発
症
の
防
止
、そ
し
て
医
療
費
の

削
減
に
は
繋
が
り
ま
せ
ん
。

　

特
定
保
険
指
導
は
最
後
ま
で
受
け

ま
し
ょ
う
。

　

国
保
税
は
納
期
限
を
守
っ
て

　

支
払
い
ま
し
ょ
う
。

　

昭
和
町
国
民
健
康
保
険
税
の
納
期

は
、毎
月
の
月
末
の
年
12
回
で
支
払
っ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

4
・
5
・
6
月
が
仮
算
定
で
7
月
以

降
が
本
算
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。年
12

回
の
納
期
は
1
回
に
支
払
う
保
険
税

額
を
少
額
に
抑
え
る
こ
と
が
出
来
る
と

い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。国
保
税
は

国
民
健
康
保
険
を
運
営
し
て
い
く
た
め

の
大
切
な
財
源
で
す
。納
期
を
守
っ
て

支
払
い
ま
し
ょ
う
。

　
国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
世
帯
が
そ
の
負
担
能
力
に
応
じ
て
国
保
税
を

支
払
い
、
医
療
が
必
要
に
な
っ
た
時
に
、
少
額
の
負
担
で
安
心
し
て
お
医
者
さ

ん
に
か
か
れ
る
助
け
合
い
の
制
度
で
す
。
し
か
し
平
成
20
年
か
ら
21
、
22
年
度

に
か
け
て
本
町
の
国
民
健
康
保
険
で
支
払
っ
た
医
療
費
は
大
き
く
伸
び
て
い

ま
す
。

　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
等
も
要
因
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
医
療
技
術

の
発
達
や
高
齢
化
に
よ
り
今
後
も
伸
び
続
け
る
可
能
性
は
大
き
い
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。
医
療
費
が
増
え
続
け
る
と
国
保
財
政
を
圧
迫
し
、
国
民
健
康

保
険
運
営
は
破
綻
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
医
療
の
受
け
方
を
見
直
し
て
、医
療
費
を
節
約
し
ま
し
ょ
う

　

体
調
が
悪
い
と
き
は
ま
ず
こ
こ
へ
…

と
い
う「
か
か
り
つ
け
医
」を
決
め
て
お

く
と
安
心
で
す
。

　

必
要
な
と
き
す
ぐ
に
受
診
で
き
る

距
離
に
あ
り
、身
体
の
特
徴
を
よ
く

知
っ
た
信
頼
で
き
る
か
か
り
つ
け
医
は

健
康
管
理
全
般
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
な
っ

て
く
れ
ま
す
。

か
か
り
つ
け
医
を

持
ち
ま
し
ょ
う

特
定
健
診
、特
定
保
健
指
導

を
受
け
ま
し
ょ
う

重
複
受
診
は
や
め
ま
し
ょ
う

　

払
い
忘
れ
の
な
い
口
座
振
替
を

　

お
す
す
め
し
ま
す
。

　

最
寄
の
金
融
機
関
の
窓
口
に「
昭
和

町
口
座
振
替
納
入
依
頼
書
」が
置
い
て

あ
り
ま
す
。ま
た
、役
場
町
民
窓
口
課

の
窓
口
に
て
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス

を
し
て
い
ま
す
。山
梨
中
央
銀
行
、甲

府
信
用
金
庫
、山
梨
信
用
金
庫
、ゆ
う

ち
ょ
銀
行
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド（
普
通

預
金
総
合
口
座
）を
お
持
ち
い
た
だ
け

れ
ば
そ
の
場
で
手
続
が
で
き
ま
す
の
で

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

支
払
い
ま
し
ょ
う
。

　

お
す
す
め
し
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
税
は
主
に
医
療
費
の
支
出
に
充
て
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
こ
の
国
保
税
に
滞
納
が
あ
る
と
予
定
し
た
収
入
が
得
ら
れ
ず

国
保
税
収
を
確
保
す
る
た
め
、更
な
る
税
率
の
見
直
し
を
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
は
納
期
を
守
っ
て
支
払
い
を
!

木
造
住
宅
の

耐
震
診
断
に
つ
い
て

平成 22 年度 昭和町公共工事等　第 4四半期入札結果
契約
番号 工種 工事名 工事場所 業者名 契約金額 工期 入札日

50 舗装工事 昭和町常永土地区画整理地内町道舗装工事
（3工区）

飯　　喰
河　　西 丸吉工業㈲ ¥24,150,000 平成23年 1月26日

～ 3月30日 1月24日

51 舗装工事 甲府都市計画道路常永小学校東西線道路
舗装工事 河東中島 ㈲昭和道路 ¥7,560,000 平成23年 1月26日

　　　～ 3月10日 1月24日

52 舗装工事 町道522号線道路舗装工事 河東中島 ㈱中村建設 ¥9,870,000 平成23年 1月26日
　　　～ 3月10日 1月24日

53 舗装工事 下水道舗装本復旧工事（2工区） 築地新居
他 日東建設㈱ ¥9,838,500 平成23年 1月26日

　　　～ 3月25日 1月24日

54 舗装工事 下水道舗装本復旧工事（3工区） 築地新居 丸浜舗道㈱ ¥10,447,500 平成23年 1月26日
　　　～ 3月25日 1月24日

55 舗装工事 町道5号線道路舗装工事 押　　越 新津建設㈱ ¥4,567,500 平成23年 1月26日
　　　～ 3月25日 1月24日

56 舗装工事 築地新居舗装新設工事（外3箇所）
築地新居
河　　西
清水新居
押　　越

新津建設㈱ ¥2,824,500 平成23年 1月26日
　　　～ 3月25日 1月24日

57 土木工事 町道99号線安全対策工事 西　　条 ㈲平田興業 ¥3,780,000 平成23年 1月26日
　　　～ 3月25日 1月24日

58 土木工事 町内農業用道水路維持補修工事（第2期）

押　　越
河東中島
紙漉阿原
上 河 東

山梨ガーデン㈱ ¥1,480,500 平成23年 1月26日
　　　～ 3月25日 1月24日

59 測量設計
業務委託 農道63号線道路改良測量設計業務委託 河東中島 伊藤調査測量設計㈱ ¥2,037,000 平成23年 1月26日

　　　～ 3月25日 1月24日

60 建築工事 杉浦邸公衆トイレ新築工事及び板塀工事 西条新田 ㈱新装建設 ¥8,715,000 平成23年 1月26日
　　　～ 3月28日 1月24日

61 電気工事 昭和町常永土地区画整理地内歩道灯設置工事
（22-6工区）

河　　西
上 河 東 ㈱西電機商会 ¥12,180,000 平成23年 2月 9日

　　　～ 3月30日 2月 7日

　

先
日
の
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に

お
い
て
は
、
建
物
の
倒
壊
等
に
よ
り

甚
大
な
被
害
が
発
生
し
ま
し
た
。

　

町
で
は
、
〝
災
害
に
つ
よ
い
ま
ち
づ

く
り
〟

の
さ
ら
な
る
推
進
を
目
指
し
て
、

大
地
震
発
生
時
に
倒
壊
の
危
険
性
が

高
い
新
耐
震
基
準
以
前
（
昭
和
56
年

5
月
31
日
以
前
）
に
建
築
さ
れ
た
木
造

個
人
住
宅
の
無
料
の
耐
震
診
断
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
災
害
時
に
自
ら
の
命
と

財
産
を
守
る
た
め
の
第
一
歩
と
し
て
、

ぜ
ひ
ご
活
用
下
さ
い
。

木
造
個
人
住
宅
耐
震
診
断
事
業

○
対
象
住
宅

昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に
木
造

在
来
工
法
で
建
築
さ
れ
た
2
階
建
て

以
下
の
個
人
住
宅

○
募
集
戸
数

10
戸（
先
着
順
）

※
申
込
状
況
に
よ
っ
て
は
募
集
戸
数

を
追
加
す
る
予
定
で
す
。

○
診
断
費
用

　
無
料（
費
用
は
国
・
県
・
町
で
負
担
）

　

ま
た
町
で
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、
こ
の
耐
震
診
断
の

結
果
、
地
震
の
際
に
倒
壊
の
危
険
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高
い
と
判
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さ
れ
た
住
宅
の『
耐
震
改

修
』『
耐
震
化
建
替
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耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー

設
置
』
に
関
す
る
補
助
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も
実
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す
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木
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上
記
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無
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耐
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対
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る
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、
そ
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果
、

地
震
の
際
に
倒
壊
の
危
険
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高
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判
断
さ
れ
た
住
宅
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耐
震
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修
」「
耐

震
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耐
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シ
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置
」

の
事
業
に
つ
い
て
そ
の
費
用
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。

※ 

補
助
を
希
望
さ
れ
る
方
は
事
前
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ま
た
「
耐
震
化
建
替
」の
事
業
に
つ
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ま
し
て
は
平
成
23
年
度
で
終
了
と
な

り
ま
す
の
で
、お
早
目
の
ご
相
談
を

お
願
い
し
ま
す
。
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は
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利用目的概要 閲覧年月日 閲覧に係る住民の範囲

1
社団法人　新情報センター

　事務局長　平谷　伸次

「家計消費状況調査」　総務省

統計局より委託
平成 22 年   5 月 11 日 西 条　  43 件

2
株式会社　流通研究所

　代表　剱持　雅幸
観光に関する県民意識調査 平成 22 年   6 月   2 日 全 域　  40 件

3
社団法人　新情報センター

　事務局長　平谷　伸次

「家計消費状況調査」　総務省

統計局より委託
平成 22 年   6 月 16 日

 西条　紙漉阿原　 

　　　　　43 件

4
株式会社 RJC リサーチ

　調査業務本部長　久野　和英

青少年のインターネット利用環

境実態調査
平成 22 年   7 月 21 日 上河東　  20 件

5
株式会社　流通研究所

　代表　剱持　雅幸

山梨県男女共同参画に関する

県民意識調査
平成 22 年 10 月   5 日 全 域　  60 件

6
株式会社サーベイリサーチセンター

　代表取締役　藤澤　士朗
平成 22 年通信利用動向調査 平成 22 年 11 月 16 日 全 域　192 件

7
株式会社　流通研究所　　　　　

　代表　剱持　雅幸
県民購買動向等実態調査 平成 22 年 11 月 24 日 全 域　100 件

8
株式会社　中外　　　　　　　　

　代表　遠山　勝
電波利用環境に関する意識調査 平成 23 年   1 月 15 日 全 域　  13 件

9
社団法人　中央調査社

　会長　中田　正博

子育て期における働き方と生活

の調和に関する調査
平成 23 年   1 月 25 日 全 域　  25 件

10
社団法人　新情報センター

　事務局長　平谷　伸次

「家計消費状況調査」　総務省

統計局より委託
平成 23 年   2 月 15 日

 西条　紙漉阿原　

築地新居 129 件

11
社団法人　新情報センター

　事務局長　平谷　伸次

「家計消費状況調査」　総務省

統計局より委託
平成 23 年   3 月 17 日

紙漉阿原　河東中島

　　　　　86 件

平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日

住民基本台帳の閲覧状況
住民基本台帳法第 11 条第 3項及び第 11 条の 2第 12 項の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧状況を公表します。
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住民基本台帳の閲覧状況
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町
内
12
地
区
の
役
員
を
紹
介
し
ま
す
。

平成23年度
海外派遣
参加者募集！

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

　
　
青
少
年
・
一
般

 

【対　

象
】 

中
学
生
以
上
の
町
内
在
住
の
方

 

又
は
修
学
の
た
め
町
外
に
在
住
し
て
い
る
方

【
課
長
　
昇
任
】 

町
民
窓
口
課
長

　
清
水
　
裕
美

　
　（
企
画
財
政
課
副
主
幹
財
政
係
長
）

社
会
福
祉
協
議
会
派
遣 

　
保
坂
　
正
造

　
　（
生
涯
学
習
課
副
主
幹
生
涯
学
習
係
長
）

【
課
長
　
配
置
換
え
】 

学
校
教
育
課
長 

　
向
山
　
　
晃
（
会
計
管
理
者
兼
出
納
室
長
）

会
計
管
理
者
兼
出
納
室
長 

　
松
山
　
　
仁
（
企
画
財
政
課
長
）

企
画
財
政
課
長 

　
長
瀬
　
博
志
（
町
民
窓
口
課
長
）

議
会
事
務
局
事
務
局
長 

　
河
西
　
　
実
（
学
校
教
育
課
長
）

い
き
い
き
健
康
課
長 

　
田
中
　
邦
彦
（
社
会
福
祉
協
議
会
事
務
局
長
）

環
境
経
済
課
長

　
海
野
　
　
豊
（
議
会
事
務
局
事
務
局
長
）

生
涯
学
習
課
長 

　
雨
宮
　
章
人
（
環
境
経
済
課
長
）

【
副
主
幹
　
昇
任
】

町
民
窓
口
課
副
主
幹
町
民
係
長

　
向
山
　
初
子
（
町
民
窓
口
課
主
査
町
民
係
長
）

税
務
課
副
主
幹
資
産
税
係
長

　
望
月
　
知
巳
（
税
務
課
主
査
資
産
税
係
長
）

建
設
課
副
主
幹
管
理
係
長

　
神
澤
　
卓
見

　
　（
山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
派
遣
）

企
画
財
政
課
副
主
幹
企
画
情
報
係
長

　
今
村
　
圭
一（
企
画
財
政
課
主
査
企
画
情
報
係
長
）

企
画
財
政
課
副
主
幹
行
政
係
長

　
三
井
　
浩
樹
（
企
画
財
政
課
主
査
行
政
係
長
）

【
副
主
幹
　
配
置
換
え
】

町
民
窓
口
課
副
主
幹
国
保
年
金
係
長 

　
篠
原
　
正
浩
（
税
務
課
副
主
幹
徴
収
係
長
）

出
納
室
副
主
幹
出
納
係
長

　
依
田
い
づ
み

　
　（
町
民
窓
口
課
副
主
幹
国
保
年
金
係
長
）

税
務
課
副
主
幹
徴
収
係
長

　
志
村
　
雅
透
（
建
設
課
副
主
幹
管
理
係
長
）

税
務
課
副
主
幹
住
民
税
係
長

　
五
味
　
　
隆
（
総
務
課
副
主
幹
法
制
係
長
）

生
涯
学
習
課
副
主
幹
生
涯
学
習
係
長

　
山
本
　
　
靖
（
税
務
課
副
主
幹
住
民
税
係
長
）

区
画
整
理
課
副
主
幹
管
理
係
兼
組
合
指
導
係
長（
兼
務
）

　
秋
山
　
　
隆（
区
画
整
理
課
副
主
幹
管
理
係
長
）

【
主
査
　
昇
任
】

企
画
財
政
課
主
査
財
政
係
長

　
山
本
い
く
子
（
企
画
財
政
課
主
査
）

【
主
査
　
配
置
換
え
】

総
務
課
主
査
法
制
係
長

　
鷹
野
　
利
仁（
区
画
整
理
課
主
査
組
合
指
導
係
長
）

福
祉
課
主
査

　
神
澤
　
幸
子

　
　（
い
き
い
き
健
康
課
主
査
）

福
祉
課
主
査

　
花
形
　
政
樹
（
企
画
財
政
課
主
査
）

い
き
い
き
健
康
課
主
査

　
小
澤
由
美
子
（
福
祉
課
主
査
）

【
副
主
査
　
昇
任
】

町
民
窓
口
課
副
主
査

　
深
川
　
慶
太
（
町
民
窓
口
課
主
任
）

【
副
主
査
　
配
置
換
え
】

環
境
経
済
課
副
主
査

　
今
村
　
秀
紀
（
下
水
道
課
副
主
査
）

区
画
整
理
課
副
主
査

　
伊
藤
　
潤
（
福
祉
課
副
主
査
）

【
主
任
　
配
置
換
え
】

山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
派
遣

　
中
込
　
裕
二
（
環
境
経
済
課
主
任
）

企
画
財
政
課
主
任

　
清
水
　
敬
祐
（
総
務
課
主
任
）

【
主
事
　
昇
任
】

出
納
室
主
事

　
小
林
　
千
鶴
（
出
納
室
主
事
補
）

生
涯
学
習
課
主
事

　
上
田
　
翔
太

　
　（
生
涯
学
習
課
主
事
補
）

町
民
窓
口
課
主
事

　
石
原
　
早
希
（
町
民
窓
口
課
主
事
補
）

区
画
整
理
課
主
事

　
丹
澤
　
大
樹

　
　（
区
画
整
理
課
主
事
補
）

【
主
事
　
配
置
換
え
】

企
画
財
政
課
主
事

　
望
月
　
恭
平
（
都
市
整
備
課
主
事
）

【
主
事
補
　
配
置
換
え
】

総
務
課
主
事
補

　
笹
本
　
龍
介

　
　（
環
境
経
済
課
主
事
補
）

【
採
用
】

下
水
道
課
　
　
　
　
　
　
　
平
嶋 

雄
一
郎

環
境
経
済
課
　
　
　
　
　
　
蒔
田 

　
和
徳

生
涯
学
習
課
町
立
図
書
館
　
中
澤 

　
知
恵

都
市
整
備
課
　
　
　
　
　
　
塩
澤 

慎
太
朗

【
退
職
】 

 
 

課
長

　
都
築
　
勝
人
　
い
き
い
き
健
康
課
長
　

主
幹
係
長

　
依
田
　
吉
美
　
出
納
室
主
幹
出
納
係
長
　

【
復
職
】

保
健
師

い
き
い
き
健
康
課
保
健
師

　
三
神
　
由
起
子

【
休
職
】

課
長

　
佐
野
　
成
男
　
生
涯
学
習
課
長
　

職員人事

異 動
4月1日付（　　）内は前所属

 

【
期　

間
】 

８
月
５
日
（
金
）
か
ら 

15
日
（
月
）
ま
で

 

【
定　

員
】 

20
人　

※
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
参
加
者
が
10
名
に
満
た
な
い
と
き
は

中
止
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

 

【
内　

容
】 

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
（
今
年
は
例
年
以
上
に
ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー

と
の
交
流
行
事
が
多
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
っ
て
い
ま
す
。）、

英
会
話
教
室
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
体
験
、
シ
ド
ニ
ー
お
よ
び

メ
ル
ボ
ル
ン
観
光
な
ど

 

【
費　

用
】 

30
万
円
程
度
（
う
ち
町
半
額

負
担
・
個
人
半
額
負
担
）

 

※
別
途
約
５
万
円
の
個
人

負
担
が
あ
り
ま
す
。

 

　（
燃
料
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
等
）

 

【
締
切
り
】 

５
月
31
日
（
火
）

 

【
申
込
み
】 

町
教
育
委
員
会 

生
涯
学
習
課

 

℡
２
７
５

－

８
６
４
１

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
家
庭
に
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
し
な
が
ら
、

現
地
な
ら
で
は
の
体
験
や
観
光
で
、
参
加
者
か
ら
好
評
の
海
外

派
遣
で
す
。

　

青
少
年
の
他
、
一
般
の
方
も
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

ふ
る
っ
て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

　

参
加
希
望
の
方
は
、町
教
育
委
員
会
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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Library Information

●休館日 
 2日（月）～5日（木）、9日（月）、
16日（月）、23日（月）、30日（月）
●お問い合わせ
　町立図書館 ☎275-7860

今月のおすすめ

No.12

Books

『１ねん１くみの１にち』
川島  敏生　写真 ・ 文　アリス館

　５月
がつ

に入
はい

ってそ

ろそろ学
がっこう

校生
せいかつ

活に

は慣
な

れたかな？ 

　やすみ時
じ か ん

間はた

のしい？

　 き ゅ う し ょ く

いっぱい食
た

べてる

かな？

　この本は、学校生活の様子を細かい写真と子どもたちの言

葉で表しています。夜のくら～い理科室ものっていますよ！

イベントのお知らせ Information

5月28 日（土）午後 2 時～
　小学生対象のおはなし会です。
　おはなし、絵本、そして工作も用意しています。
ぜひ来てね !

* あらかじめ電話で
　お申し込みください

おはなし探検隊

5月19 日（木）午前 11 時～
　0、1、2 歳児のための
おはなし会です。
　絵本、わらべうたなど
をお楽しみください。

5月7日（土）午前 11 時～
　幼児から小学生までが
対象のおはなし会です。
　おはなし、手遊び、絵本
などお楽しみください。

0,1,2 歳児のおはなし会

おはなし会

お知らせ

　６月１日（水）から１４日（火）まで
蔵書点検と改修のため休館にな
ります。みなさまにはご不便をお
かけしますが、よろしくお願いい
たします。
　なお、休館中における、本・ビ
デオ・CD・DVDなどの返却は
正面玄関のブックポストにお願
いします。

年金は世代間の支えあい。
年金についてもう一度
考えてみませんか。

シリーズ　
その77国 民 年 金

問い合わせ…　竜王年金事務所（旧 竜王社会保険事務所 年金業務課）（☎278-1104）　
または…　　   町民窓口課 国保年金係（☎275-8264）

年金請求書が日本年金機構から送られてきます

６０歳か６５歳になられる方で、年金を受ける受給権がある方には、誕生月の（１日生まれの方は前月の）３か月
前に日本年金機構から｢年金請求書｣が送付されます。種類は次の通りです。
 ・６０歳の方…特別支給の老齢厚生年金の受給権がある場合には、年金請求書。それ以外の方には年金に関する

お知らせが届きます。
 ・６５歳の方…老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権がある方には年金請求書が届きます。

※６０歳から特別支給の老齢厚生年金を受給されている方にも年金請求書が送付されます。
　提出しない場合、６５歳からの年金が差止になってしまいますので必ず提出してください。

６０歳になるのに年金請求書も年金に関するお知らせも届かない場合について…
　この場合、日本年金機構に登録されている住所が、現住所と異なる等の理由から、届いてない可能性があります。
お手数ですが、竜王年金事務所 (278-1104)にお問い合わせください。

   ｢年金請求書｣が届きましたら、必要事項を記入し誕生日の前日以後に提出してください。提出先は、国民年金
第１号被保険者のみに加入されていた方は役場町民窓口課へ、それ以外の方は竜王年金事務所になります。
※年金請求書には、戸籍抄本等の添付書類が必要です。添付書類はその方の状況により異なりますので、ご不明
な場合は竜王年金事務所☎278-1104か年金ダイヤル0570-05-1165にお問い合わせください。

11

年金請求書をご提出ください22

　年金請求書の提出から約１か月後（年金加入記録の整備が必要な場合は２か月かかることがあります。）に届き
ます。パンフレットには、年金を受けている間にしなくてはならない届出等が説明されていますので、年金証書と
一緒に大切に保管してください。

年金証書・年金決定通知書・パンフレットが届きます33

　年金は通常、偶数月に２月分が支払われます。ただし、最初の一度目は指定され
た口座に、年金証書の送付の１～２か月後にお支払いとなります。

年金証書の送付から、約１～２か月後に、年金のお支払いを開始します44

　年金を受けられる年齢になったとき自動的に年金の支給は始まりません。年金を受けるためには手続き
（裁定請求）を行う必要があります。今回は、その際の手続きについてご案内します。

60歳・65歳を迎えられる皆様へ。 
年金の受給には手続きが必要です!

年金の受給開始を早めたり遅らせたりされる場合について

　老齢基礎年金は65歳から受給できますが、希望すれば60歳から65歳にな
るまでの間に減額された繰上げ支給の年金を受けたり、66歳以降に増額され
た繰下げ支給の年金を受けたりすることが出来ます。一度決めた減額率や増
額率は一生変更できない等の条件もありますので、詳細についてはお問い合
わせ下さい。手続きは、国民年金第１号のみに加入されていた方は役場窓口
課で、それ以外の方は竜王年金事務所で手続きが出来ます。

『大きな運転席図鑑　きょうからぼくは運転手』
写真  元浦  年康　学研教育出版

　

　 電 車、バ ス、飛 行 機、船、

ス ペ ー ス シ ャ ト ル な ど

10種類の乗り物の運転席が

大きな写真で紹介されてい

ます。

　運転のしかたも載ってい

ます。運転手の気分を楽しめ

る1冊です。

『スローライフ　100 のキーワード』
辻　信一　弘文堂

　今、日常生活を見直す

とき、「スローライフ」と

いう言葉は自分自身への

問いかけかもしれません。

　キーワードがあなたに

贈るメッセージにもなっ

ています。

　 電 車、バ ス、飛 行 機、船、

　運転のしかたも載ってい
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